
【
新
規
申
請
】

　

平
成
23
年
10
月
以
降
の
子
ど
も
手
当

の
支
給
を
受
け
る
に
は
、
新
た
に
住
所
地

の
市
区
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。10
月
1
日
現
在
の
受
給

資
格
者
に
対
し
て
今
月
下
旬
に
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
認
定
請

求
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
受
給
資
格
者
が
公
務
員
の
場

合
は
所
属
庁
か
ら
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

す
の
で
、
所
属
庁
に
認
定
な
ど
の
請
求
を

し
て
く
だ
さ
い
。

【
経
過
措
置
】

　

子
ど
も
手
当
は
本
来
、
申
請
し
た
月
の

翌
月
分
か
ら
の
支
給
で
す
が
、
経
過
措
置

に
よ
り
、
10
月
1
日
時
点
で
の
受
給
対
象

者
は
、
平
成
24
年
3
月
31
日
ま
で
に
申
請

す
れ
ば
、
10
月
分
か
ら
手
当
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ

し
、
10
月
1
日
以
降
に
出
生
や
山
武
市
へ

の
転
入
な
ど
で
新
た
に
受
給
資
格
が
生

じ
た
方
に
つ
い
て
は
、
申
請
を
し
た
月
の

翌
月
分
か
ら
の
支
給
に
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
支
給
額
以
外
の
変
更
点
】

●
子
ど
も
に
対
す
る
国
内
居
住
要
件
を

　

設
け
る（
留
学
中
の
場
合
等
を
除
く
）

●
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
る
子

　

ど
も
等
に
つ
い
て
も
、
施
設
の
設
置
者

　

等
に
支
給
す
る

●
未
成
年
後
見
人
や
父
母
指
定
者
（
父
母

　

等
が
国
外
に
い
る
場
合
の
み
）
に
対
し

　

て
も
、
父
母
と
同
様
（
監
護
・
生
計
同

　

一
）
の
要
件
で
手
当
を
支
給
（
父
母
等

　

が
国
外
居
住
の
場
合
で
も
支
給
可
能
）

●
監
護
・
生
計
同
一
要
件
を
満
た
す
者

　

が
複
数
い
る
場
合
、
子
ど
も
と
同
居
し

　

て
い
る
者
へ
支
給
（
離
婚
協
議
中
別
居

　

の
場
合
の
支
給
可
能
、
単
身
赴
任
の
場

　

合
を
除
く
）

●
保
育
料
を
手
当
か
ら
直
接
徴
収
で
き

　

る
よ
う
に
す
る
、
学
校
給
食
費
等
に
つ

　

い
て
は
、
本
人
同
意
に
よ
り
手
当
か
ら

　

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
と

　

す
る

●
地
域
の
事
情
に
応
じ
た
子
育
て
支
援

　

サ
ー
ビ
ス
を
拡
大
す
る
た
め
の
交
付

　

金
を
設
け
る

　
　

子
育
て
支
援
課
児
童
家
庭
係　
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幼
稚
園
へ
遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
!?

開
放
日
・
場
所

　

10
月
11
日

（火）　

鳴
浜
幼
稚
園

　

10
月
12
日

（水）　

日
向
幼
稚
園

　

10
月
26
日

（水）　

緑
海
幼
稚
園
・

　
　
　
　
　
　
　

む
つ
み
の
お
か
幼
稚
園

　

10
月
27
日

（木）　

成
東
幼
稚
園

開
放
時
間　

午
前
９
時
半
～
11
時

　
　
　
　
　

（
雨
天
実
施
）

※
親
子
と
も
、
汚
れ
て
も
構
わ
な
い
動

　

き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ

　

い
。（
出
来
れ
ば
着
替
え
の
衣
類
を
ご

　

用
意
く
だ
さ
い
）

※
保
護
者
の
方
は
ス
リ
ッ
パ
、
お
子
さ

　

ん
は
上
履
き
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
幼
稚
園
開
放
に
つ
い
て
は
保
険
対
応

　

は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
各
自
の

　

自
己
責
任
に
お
い
て
の
参
加
と
な
り

　

ま
す
。

※
次
回
の
幼
稚
園
開
放
は
、
平
成
24
年

　

２
月
頃
に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　
　

学
校
教
育
課　
　
　

☎
（80）

１
４
４
２

　

子
ど
も
手
当
は
、
平
成
23
年
10
月
か
ら
平
成
24
年
３
月
ま
で
の
６
ヵ
月
間
、
引
き
続
き

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

【
支
給
額
の
変
更
内
容
】

期 　 　 　 間

法 　 　 　 律

　　３ 歳 未 満

　　中 学 生

支 　 給 　 日

特別措置法

１５，０００円

１０，０００円

１５，０００円

１０，０００円

支
給
月
額

３歳
から
12歳

第 1子
第 2子
第 3子
以　降

新　制　度
平成23年10月～平成24年３月

１０～１月分

平成24年2月10日予定

２・３月分

平成24年6月8日予定

つなぎ法

１３，０００円

現　　　行
平成23年４月～平成23年９月

４・５月分

支給済み

６～９月分

平成23年10月7日予定

幼
稚
園
を
開
放

全
受
給
者
は
改
め
て
新
規
申
請
が

必
要
で
す
！

平
成
23
年
10
月
以
降
の
子
ど
も
手
当

基 幹 バ お試し乗車キャンペーンを実施
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